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東京都千代田区内幸町一丁目1番5号 
 

取締役頭取　杉山　清次 

中間貸借対照表（平成20年9月30日現在） 

（ 　 資 　 産 　 の 　 部 　 ）  

現 金 預 け 金   

コ ー ル ロ ー ン   

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金   

買 入 金 銭 債 権   

特 定 取 引 資 産   

金 銭 の 信 託   

有 価 証 券   

貸 出 金   

外 国 為 替   

そ の 他 資 産   

有 形 固 定 資 産   

無 形 固 定 資 産   

繰 延 税 金 資 産   

支 払 承 諾 見 返   

貸 倒 引 当 金    

  

  

 

 

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

資 産 の 部 合 計   

科　目 金　額 

 

3,401,077 

5,640,000 

1,902,715 

1,991,788 

1,050,959 

1,295 

13,809,025 

34,004,534 

125,281 

2,584,294 

603,865 

129,092 

417,029 

1,198,462 

△ 389,332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,470,090

（ 　 負 　 債 　 の 　 部 　 ）  

預 金  

譲 渡 性 預 金    

債 券  

コ ー ル マ ネ ー    

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金    

特 定 取 引 負 債    

借 用 金    

外 国 為 替    

社 債  

そ の 他 負 債    

未 払 法 人 税 等  

リ ー ス 債 務  

そ の 他 の 負 債  

賞 与 引 当 金    

ポ イ ン ト 引 当 金    

預 金 払 戻 損 失 引 当 金    

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債    

支 払 承 諾      

負 債 の 部 合 計       

（ 　 純 　 資 　 産 　 の 　 部 　 ）     

資 本 金    

資 本 剰 余 金     

資 本 準 備 金    

利 益 剰 余 金     

そ の 他 利 益 剰 余 金    

繰 越 利 益 剰 余 金   

株 主 資 本 合 計     

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金     

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益     

土 地 再 評 価 差 額 金     

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計     

純 資 産 の 部 合 計     

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計    

科　目 金　額 

 

53,837,012 

1,531,610 

924,154 

1,489,200 

1,546,980 

220,351 

1,101,789 

16,577 

662,500 

2,249,878 

2,074 

10,692 

2,237,111 

8,731 

9,755 

8,789 

77,589 

1,198,462 

64,883,382 

 

650,000 

762,345 

762,345 

242,509 

242,509 

242,509 

1,654,855 

△ 148,053 

△ 29,342 

109,248 

△ 68,147 

1,586,708 

66,470,090

（単位：百万円） 

平成20年12月25日 

第 7 期 中 間 決 算 公 告  
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中間損益計算書（　　　　　 　　　　） 
経 常 収 益     

資 金 運 用 収 益    

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）   

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ）   

役 務 取 引 等 収 益    

特 定 取 引 収 益    

そ の 他 業 務 収 益    

そ の 他 経 常 収 益    

経 常 費 用     

資 金 調 達 費 用    

（ う ち 預 金 利 息 ）   

（ う ち 債 券 利 息 ）   

役 務 取 引 等 費 用    

特 定 取 引 費 用    

そ の 他 業 務 費 用    

営 業 経 費    

そ の 他 経 常 費 用    

経 常 損 失     

特 別 利 益     

特 別 損 失     

税 引 前 中 間 純 利 益     

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     

法 人 税 等 調 整 額     

中 間 純 利 益    

 

436,358  

309,273  

67,608  

106,144  

3,700  

70,243  

39,940  

 

139,864  

84,384  

1,512  

28,657  

9,204  

12,216  

308,644  

202,115  

  

  

  

  

  

 

656,386 

 

 

 

 

 

 

 

700,703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44,316 

92,655 

7,957 

40,381 

277 

△ 39,890 

79,994

（単位：百万円） 

平成20年4月 1 日から  
平成20年9月30日まで 

科　目 金　額 

（ ）  

（ 　）  

（ ）  

（ 　）  
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記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目
的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び
「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上し
ております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時価により、スワップ・先物・オプ
ション取引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間期中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前期末と当
中間期末における評価損益の増減額を、派生商品については前期末と当中間期末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額
を加えております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関

連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある国内株式については中間決算月1ヵ月
平均に基づいた市場価格等、それ以外については中間決算日における市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動
平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、そ
の他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理し
ております。

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2.（1）と同じ方法によっております。
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
4. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産の減価償却は、建物については定額法を、その他については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間に
より按分し計上しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　物　　3年～50年
その他　　2年～20年

（2）無形固定資産
無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利
用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償却は、原則として自己所有の固定
資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。

5. 繰延資産の処理方法
（1）社債発行費

社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。
（2）債券発行費用

債券発行費用は、発生時に全額費用として処理しております。
6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式を除き、中間決算日の為替相場による円換
算額を付しております。

7. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状
況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳
簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は
経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の
支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び注記事項（中間貸借対照表関係）5.の貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務
者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、
当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とす
る方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フロー
を合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に予想損失額を算定し、引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が
査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能
と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は251,942百万円であり
ます。
上記債権には、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債等が含まれております。

（2）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を
計上しております。

（3）退職給付引当金
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退職給付引当金（含む前払年金費用）は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当中間期末において発生していると認める額を計上しております。また、数理計算上の差異は、各発生年度
における従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（10～12年）による定額法に基づき按分した額をそれぞれ発生の翌期か
ら損益処理しております。

（4）ポイント引当金
ポイント引当金は、「みずほマイレージクラブ」におけるマイレージポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来
利用される見込額を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。

（5）預金払戻損失引当金
預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額
を計上しております。

8. ヘッジ会計の方法
（1）金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用し
ております。
小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上
の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）を適用し
ております。
ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下のとおり行っております。
①相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定
の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。

②キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を
評価しております。

個別ヘッジについてもヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有
効性を評価しております。
また、当中間期末の中間貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関す
る当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました
多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく
繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段等の残存期間・平均残存期間にわたって、資金調達
費用又は資金運用収益等として期間配分しております。なお、当中間期末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損
失は24,968百万円（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益は27,999百万円（同前）であります。

（2）為替変動リスク・ヘッジ
外貨建子会社・子法人等株式及び外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対
象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在してい
ること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。

（3）内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利
スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる
対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損
益認識又は繰延処理を行っております。なお、一部の資産・負債については、個別ヘッジに基づく繰延ヘッジを行っており
ます。

9. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準）
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース
取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年3月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第16号同前）が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなったことに伴い、当中間期から同会計基準
及び適用指針を適用しております。
これにより、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、前事業年度末までに開始した取引を含め、通常の売買取引に係る
方法に準じて会計処理を行っております。この変更による前事業年度末までの税引前当期純利益に係る累積的影響額は、当中間期の
特別損失として処理しております。
この結果、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は5,256百万円、「その他負債」中のリース債務は10,692百万円増
加し、資金調達費用は186百万円増加、営業経費は1,100百万円減少、経常損失は913百万円減少、特別損失は6,333百万円増加、
税引前中間純利益は5,419百万円減少しております。

表示方法の変更

（中間貸借対照表関係）
「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第44号平成
20年7月11日）により改正され、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から
「その他負債」中の「未払法人税等」、「リース債務」及び「その他の負債」を内訳表示しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）
1. 関係会社の株式総額 282,968百万円
2. 無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券は、「有価証券」中の外国証券248,673百万円であります。

現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する
有価証券で、再担保に差し入れている有価証券は55,444百万円、当中間期末に当該処分をせずに所有しているものは
1,845,623百万円であります。

3. 貸出金のうち、破綻先債権額は46,977百万円、延滞債権額は425,181百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は
弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」
という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に
規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息
の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

4. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は7,748百万円であります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延
滞債権に該当しないものであります。

5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は287,506百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しな
いものであります。

6. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は767,413百万円であります。なお、上
記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

7. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買
入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は280,704百万円であ
ります。

8. 担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券 2,407,382百万円
貸出金 5,173,211
その他資産 967

担保資産に対応する債務
預金 586,670百万円
コールマネー 835,600
債券貸借取引受入担保金 1,546,980
借用金 287

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券1,003,776百万円を
差し入れております。
また、「その他資産」のうち保証金は72,578百万円、先物取引差入証拠金は987百万円、及びその他の証拠金等は191百万円
であります。

9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条
件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残
高は、21,097,668百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
20,473,453百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキ
ャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当
の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられて
おります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めてい
る行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

10. 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額について
は、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再
評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）

第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の
基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に
より算定した価額に、時点修正による補正等合理的な調整を行って算出して
おります。

11. 有形固定資産の減価償却累計額 571,561百万円
12. 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金1,087,508百万円が含まれてお

ります。
13. 社債は、全額劣後特約付社債であります。
14.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の保証債務の額は

1,275,940百万円であります。
15. 1株当たりの純資産額 208,445円56銭
16. 銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準） 11.48％
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（中間損益計算書関係）
1. 「その他経常収益」には、株式等売却益30,007百万円を含んでおります。
2. 「その他経常費用」には、株式等償却67,262百万円、貸出金償却61,505百万円、貸倒引当金繰入額60,365百万円を含んで

おります。
3. 特別利益には、投資損失引当金純取崩額83,623百万円を含んでおります。
4. 特別損失には、中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載したリース取引に関する会計基準適用による影響

額6,333百万円、固定資産処分損1,450百万円を含んでおります。
5. 1株当たり中間純利益金額 17,993円18銭
6. 潜在株式を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額は記載しておりません。

（有価証券関係）
中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれておりま
す。
1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年9月30日現在）

中間貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）

国債 130,065 129,938 △127
地方債 40,995 40,889 △106
その他 248,673 250,800 2,127
合計 419,734 421,628 1,893

（注）1. 時価は、当中間期末における市場価格等に基づいております。
2. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの（平成20年9月30日現在）

中間貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）

子会社・子法人等株式 88,274 65,873 △22,401
（注）1. 関連法人等株式は該当ありません。

3. その他有価証券で時価のあるもの（平成20年9月30日現在）
取得原価 中間貸借対照表計上額 評価差額
（百万円） （百万円） （百万円）

株式 884,210 932,607 48,396
債券 9,713,373 9,630,207 △83,166
国債 9,077,067 8,998,150 △78,917
地方債 28,638 28,508 △130
社債 607,667 603,548 △4,118
その他 3,078,285 3,016,595 △61,689
信託受益権 1,929,125 1,916,218 △12,907
外国債券 1,012,474 974,100 △38,374
その他 136,685 126,277 △10,408
合計 13,675,869 13,579,410 △96,459

（注）1. 評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、33,840百万円（利益）であります。
2. 中間貸借対照表計上額は、国内株式については中間決算月1ヵ月の市場価格の平均等に基づいて算定された額により、
また、それ以外については、当中間期末における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。

3. その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価（原則として中間決算日の市場価格。以下同じ）が取
得原価（償却原価を含む。以下同じ）に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄
を除き、当該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下、「減
損処理」という。）しております。当中間期におけるこの減損処理額は、65,941百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであり
ます。
時価が取得原価の50％以下の銘柄
時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄

4. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額（平成20年9月30日現在）
金額

（百万円）
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
子会社・子法人等株式 191,886
関連法人等株式 2,807

その他有価証券
非公募債券 1,384,415
その他 95,223

（金銭の信託関係）
1. 満期保有目的の金銭の信託（平成20年9月30日現在）

該当ありません。
2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成20年9月30日現在）

取得原価 中間貸借対照表計上額 評価差額
（百万円） （百万円） （百万円）

その他の金銭の信託 1,325 1,295 △29
（注）1. 中間貸借対照表計上額は、当中間期末における市場価格等に基づく時価等により計上したものであります。
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（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額 201,630百万円
繰越欠損金 287,150
有価証券償却損金算入限度超過額 223,624
その他 285,223
繰延税金資産小計 997,628
評価性引当額 △362,964
繰延税金資産合計 634,664
繰延税金負債
前払年金費用 151,443
その他 66,190
繰延税金負債合計 217,634
繰延税金資産の純額 417,029百万円


